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 鴨川市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月 27 日 

                      鴨川市教育委員会教育長 蒔苗 茂   

 

鴨川市教育委員会規則第２号 

   鴨川市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 鴨川市教育委員会行政組織規則（平成 17 年鴨川市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第７号中「、教育次長」を削る。 

 第７条第 10 号中「教育次長、」を削る。 

 第 11 条中「教育次長又は」を削る。 

 第 16 条中「教育次長及び」を削る。 

 第 17 条第１項を削り、同条中第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、同条第４項

中「前３項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とする。 

 第 18 条第１項を削り、同条中第２項を第１項とし、第３項から第８項までを１項ずつ

繰り上げる。 

 

 第 22 条の表中 

「              

 青少年研修センター   を削る。 

           」   

 別表生涯学習課の部生涯学習係の項事務分掌の欄中第 18 号を削り、第 19 号を第 18 号

とし、第 20 号から第 22号までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


